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中小ものづくり高度化法に基づく 

「特定ものづくり基盤技術高度化指針」が改正されました。 
改正内容 

(1)「特定ものづくり基盤技術」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)「特定ものづくり基盤技術高度化指針」について 
全ての特定ものづくり基盤技術について、最新技術の動向を反映するとともに構成が変更になりま

した。詳細は、http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2012/0412Kiban_Shishin.htm 
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¾ 新規技術として「冷凍空調に係る技術」「塗装に係る技術」の 2技術が追加されま

した。 

¾ 次の特定ものづくり基盤技術については、対象範囲拡大等のため、名称が変更に

なりました。 

（変更前）          （変更後）  

「溶射に係る技術」      「溶射・蒸着に係る技術」  

「織染加工に係る技術」    「繊維加工に係る技術」  

「部材の結合に係る技術」   「部材の締結に係る技術」  

「真空の維持に係る技術」   「真空に係る技術」 

（参考 1）中小ものづくり高度化法における支援スキーム 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
¾ 中小企業庁では、鋳造、鍛造、切削加工、めっきなど 22技術分野の向上につながる研究
開発からその試作までの取組を支援するための事業を公募します。 

¾ 本事業は、中小ものづくり高度化法の認定を受けた特定研究開発等計画に基づく研究開
発であることが必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¾ 詳しくは、以下サイトをご覧下さい。 

 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2012/0416senryaku_koubo.htm
 
 

 

平成 24 年度予算に係る戦略的基盤技術高度化支援事業の公募 

� ［研究開発期間］2 年度又は 3 年度 

� ［研究開発規模（上限額）］平成 24 年度に行う研究開発に要する費

用の合計が、4,500 万円以下。 

 

※2 年度目以降は、原則として次のとおり減額するものとします。 

  2 年度目  初年度の契約額の 2/3 以内  

  3 年度目  初年度の契約額の半額以内  

 

� ［公募期間］4月 16 日（月）～6月 19 日（火） 


